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はじめに

ケベック州のカナダからの離脱を目指す動き
が活発化した後、連邦最高裁判所による司法判
断を受けて、連邦議会がケベック州との交渉条
件を規定するクラリティ法（Clarity Act）を
制定したのは、2000年のことであった 1）。当
時の連邦政治において圧倒的優位を誇っていた
自由党政権が導入したクラリティ法は、交渉成
立のための条件を定める権限を連邦議会に与え
ることにより、州の自決権に基づいた独立を目
指すケベック分離派の主張を封じ込め、カナダ
の連邦分裂の可能性を低減することに、ひとま
ず成功した。
カナダ国民はケベック問題に疲弊しており、
ケベック州でも分離派が政権を失ったことも
あって、この問題は国家の中心的課題としては
小休止しているように思われた。しかし 2011

年、クラリティ法を廃止して連邦離脱に関する
交渉条件を新たに設定しようとする動きが起こ
り、同法の是非が再び論争の対象となった。制
定から十余年の間に、連邦政治における政党勢
力の構図は一変しており、ケベックとカナダ連
邦の関係も新たな局面を迎えている。そのよう
な経緯を踏まえ、クラリティ法とその代案をめ
ぐる議論を再検討して、カナダの連邦制の現状
を考察することが、本稿の目的である。

1．クラリティ法の制定とその評価

ケベックは、フランス語系住民が多数を占め
るカナダで唯一の州であることから、連邦内で
独自の地位が承認されることを求め続けてき
た。しかし、その願いは実現しないままに、
1982年にカナダはイギリスから憲法移管を
行って新たな憲法体制を発足させ、ケベックは
その受け入れを拒否したまま現在に至ってい
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る。その後、ケベックを連邦に組み込むべく、
同州の意向を汲む方向での憲法改正が試みられ
たが、相次いで不成立に終わった 2）。その結
果、優勢となった分離独立派が政権を奪取した
ケベック州では、1995年に連邦からの離脱に
ついて意向を問う州民投票が行われ、結果とし
て否決はされたものの僅差であった。ケベック
州の分離独立派が、目標の実現にこれほど近づ
いたのは、ケベック党（Parti québécois、以下
PQ）が結成された 1968年以来、初めてのこ
とであった。
ケベックの連邦離脱の可能性が現実的な危機
として迫ったことから、カナダ政府は、ケベッ
クがカナダから一方的に離脱することの合憲
性、及びケベックがカナダから一方的に離脱す
ることを認める自決権の国際法上の存否につい
て、連邦最高裁判所に勧告意見を求めた。その
回答によれば、ケベックはカナダからの離脱を
一方的に達成することはカナダ憲法上認められ
ず、またそのような自決権は国際法上存在しな
い 3）。「明確な」質問（clear question）に基づ
く州民投票において、「明確な」多数（clear 

majority）が州の連邦離脱に賛成していること
が、連邦政府が当該の州政府と連邦離脱に関す
る交渉を行う義務が生じるための要件であると
された。
このような見解に沿って、クラリティ法は、
州民投票の質問の明確性、及び州民投票におけ
る賛成多数の明確性を、連邦議会の下院が審議
することを定めた。交渉開始のための要件とな
る事実に関する認定が、連邦議会に委ねられる
ことにより、ケベックが自らの戦略的意図に基
づく住民投票によって連邦離脱への道筋を付け
ることは、法的に不可能になった。
過去を振り返れば、PQ政権は、1980年に

はケベック政府が連邦離脱の交渉をカナダ政府
と開始することの可否を、1995年にはケベッ
クが主権国家となることの可否を、それぞれ州
民投票で問うていた。仮にこれらをクラリティ
法に照らして判断するならば、前者は、内容を
明示しないまま交渉の可否を問う形になってい

る以上、連邦離脱の可否に関する明確な質問と
は言えないであろう。後者は、PQの政策パン
フレットによれば、図らずも「主権――明確で
緊密な計画」4）という語句が見られるものの、
「主権」（sovereignty）という語の使用が、実
は「カナダとの分断」との微妙なニュアンスの
差異を意図した巧妙な選択であり、カナダとの
経済的連合さえ想定している。したがって、連
邦分裂の最大の危機であった 1995年の州民投
票の質問によってもなお、交渉開始のための条
件を満たすことはできないことになる。
ケベック州政府が連邦政府との交渉を前提と
せず、一方的な独立宣言を企図した場合、クラ
リティ法は無力であるとの見方は存在する 5）。
1995年の州民投票がそうであったように、確
かにそのような可能性は否定できないが、連邦
からの一方的な離脱は認められないという連邦
最高裁判所の見解が明らかになっている点で、
事情は以前とは異なっており、クラリティ法は
その見解に沿って手続きを具体的に立法化した
ものであった。したがって、クラリティ法の成
立はケベック問題に対する連邦政府の勝利とし
て解釈することが可能であった。
また、クラリティ法によって連邦離脱の交渉
への手続きは示されたとしても、州民の「多数」
の意思が存在することが、具体的な数値として
は何パーセントを基準とするのかは、連邦議会
下院における将来の議論によらなければならな
い。その意味では基準自体が完全に明確になっ
たとは言えないが、その判断が州ではなく連邦
の側に全面的に委ねられたことによって、連邦
分裂の危機は遠のいたと考えられた。
当時の首相ジャン・クレティエン（Jean 

Chrétien）は、かつて二言語主義の導入によっ
てカナダ社会で英仏系が並び立つ基盤を作った
ピエール・エリオット・トルドー（Pierre 

Elliott Trudeau）6）の下で閣僚を務め、その影
響を強く受けた政治家である。カナダの統一を
守ることを至高の政治目標としてきたクレティ
エンにとって、クラリティ法は記念碑的な業績
であったと言われる 7）。採決にあたっては、与
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党・自由党（Liberal Party of Canada）のほか、
新 民 主 党（New Democratic Party、 以 下
NDP）、改革党（Reform Party）が賛成に回っ
た。クラリティ法をケベックの権利の侵害と考
える分離主義のブロック・ケベコワ（Bloc 

québécois、以下 BQ）は当然ながら反対に回
り、進歩保守党（Progressive Conservative 

Party）もこれに同調した。
クラリティ法制定から半年後の 2000年 11

月に実施された連邦議会選挙では、自由党が圧
倒的勝利を収めたが、ケベック州においても、
自由党は 75議席中 36議席を獲得している。
これは BQの 38議席と比べて遜色ないばかり
か、一般投票における得票率（自由党：
44.2%、BQ：38.9%）では上回っていたほど
であり、同州において 10議席の上積みに成功
したのである。この事実は、少なからぬケベッ
ク州民が、クラリティ法の趣旨には賛同しな
かったかもしれないが、ケベック問題解決への
手続きを立法化した自由党の姿勢に対しては、
とにかく一定の評価を与えたことを示すもので
ある。
クラリティ法は、政治的には自由党と BQの
対立を際立たせ、他の政党を埋没させる結果を
生んだ。クラリティ法を支持した NDPは、ケ
ベックで議席を獲得することができなかった。
反対した進歩保守党は、ケベックで 5議席を
獲得したものの、1990年代前半に政権から転
落して以来極度に弱まっていた党勢を立て直す
には、依然として程遠い状態であった。このよ
うな結果は、2000年代における新たな政治的
展開の遠因となっていく。そしてクラリティ法
で明文化された原則自体が、後に再度、議論の
対象となるのである。

2．2000年代のカナダ連邦

2000年代のカナダ政治では、自由党が長期
にわたる政権の座から転落するとともに、その
一極支配も終焉を迎えたことが特筆される。選
挙ごとに政党勢力が目まぐるしく変動する中
で、クラリティ法に関わる事象にもまた新たな

展開が見られることになった。
まだ自由党政権下にあった 2005年 5月 7日、
新民主党（NDP）はケベック州南部の小都市
シェルブルックにおいて、カナダの連邦の在り
方に関する党方針を定め、宣言を発表した。通
称「 シ ェ ル ブ ル ッ ク 宣 言 」（Sherbrooke 

Declaration）と言われるこの文書は、党の社
会民主主義的原則を確認したうえで、ケベック
のネイションとしての性格や自決権を確認し、
カナダの連邦制についてケベックの独自性をふ
まえた新たな形態を提言しようとするものであ
る 8）。全体として、ケベック州の従来からの政
治的主張に応えようとする方向に舵を切ったも
ので、その概要を整理すれば、次のようにな
る。

1．カナダにおける社会民主主義的政府
NDPは政権を担当する意思を持ち、そのた
めにはケベックが鍵となる。ケベックをカナダ
憲法の枠組みの中に入れることが重要である。

2．連邦制と社会民主主義
NDPは、個人のみを社会の基盤とは考えな
い。社会民主主義と連邦制の新たな展望の共通
点について再検討することが必要である。

3．ケベックの国民的性格の認識
NDPの 2004年選挙綱領は、ケベックをネ
イション（nation）として認識している。また、
その国民的性格が（1）フランス語系社会、（2）
固有の文化、（3）固有の歴史、（4）政治的、
経済的、文化的、社会的制度に基づくと認識し
ている。NDPは、カナダをマルチナショナル
な国家（multinational country）として理解
する。

4．非対称的連邦制（asymmetrical federalism）
NDPは、連邦国家カナダとケベックの国民
的性格の現実を両立させるためには非対称的連
邦制が最善の方法であると考える。これは、特
定の権限についてケベックが裁量の余地を持つ
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ことを意味する。カナダは多様な社会であり、
統一とは必ずしも均一であることと同じでな
い。

5．敬意をもって協働する――協力的連邦制
（cooperative federalism）
連邦と州が共に働き、協力的連邦制を実現す
ることが必要である。これは、連邦政府が独断
的に州に働きかけるのではなく、連邦政府と州
政府が交渉によって双方向的に決定を行うこと
を意味する。連邦政府による州に対する支出を
増やし、連邦と州の財政的不均衡を改善する。

6．ケベックの自決権
NDPは、ケベックが自決権を有すると認識
する。これは、ケベックが自らの将来を政治
的、憲法的に自由に決定できることを意味す
る。ケベックがその政治的地位に関する州民投
票を実施する場合は、50％プラス１票という
過半数により決定できると認識する。

7．未来
NDPは、社会民主主義的価値観から生み出

される連邦制への展望を提示し、カナダとケ
ベックの対話の促進のため尽力する。

シェルブルック宣言で注目されるのは、第 6

項で、ケベックの州民投票においては「50％
プラス 1票」（fifty percent plus one）を多数
の意思とみなすという基準が明言されているこ
とである。クラリティ法では数値的な基準自体
は明確にされていなかったが、この宣言によっ
て、NDPが連邦で政権を担った場合、多数の
意思の存在を判断するための基準が単純多数決
という最も低いところに設定されることが明確
になったということである。
ただし、この時点で連邦議会における NDP

の議席は全体で 301議席中の 13議席に過ぎず、
アライアンス党（Canadian Alliance）と BQ

の後塵を拝して第三の野党という立場である。
社会主義勢力である協同連邦党（Co-operative 

Commonwealth Federation）を前身として
1961年に設立された NDP9）は、1990年代前
半までは、自由党と進歩保守党による二大政党
制の中で、第三党として独自の存在感を確保し
ていた 10）。NDPとしては、まず野党として党
勢を回復する必要に迫られており、そのために
は第 1項にも記されているように、大票田の
ケベックでの支持獲得は重要課題であったと言
える。
さて、自由党は醜聞を原因として支持率を落
とし、2006年 1月の連邦議会選挙で 13年ぶ
りに野党に転落し、新たな党首を立てて再出発
を迫られることとなった。同年に実施された党
首選挙に立候補したマイケル・イグナティエフ
（Michael Ignatieff）は、モントリオールで約
200人の自由党員たちを前に次のように述べ
た。「ケベックはネイションだ。単なるネイショ
ンではなく国内のネイション（civil nation） 
だ」11）。イグナティエフはさらに、「ケベック
人（Quebecers）が自分たちを第一にケベック
人、第二にカナダ人と考えられるところにカナ
ダの強さがある」と述べて喝采を浴びたが、全
てのネイションが国家を持つわけではなくケ
ベック人にとっての国家はカナダであると念を
押した。この点で、イグナティエフの発言の趣
旨は、NDPの宣言とは微妙に異なっている。
しかし、NDPに続いて自由党からもネイショ
ンの語が発せられたことに勢いづき、BQはケ
ベックがネイションであることを連邦議会で決
議させようと試みた。
自由党が形成していた巨大な一極体制を崩
し、同年から政権の座に就いていたのは、保守
勢力が結集して 2003年に結党された保守党
（Conservative Party of Canada）である。し
かし、スティーブン・ハーパー（Stephen 

Harper）首相は、少数与党を率いて困難な政
権運営を余儀なくされており、ケベックにおけ
る支持を高めることは急務であった。こうした
事情から、2006年 11月 22日、ハーパーは連
邦議会下院に動議を提出し、下院は「ケベコワ
は統一されたカナダの中でネイションを形成す
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る」12）ことを決議した。
一連の動きによって見えてきたのは、ケベッ
クをネイションとして認めつつ、それを含むマ
ルチナショナルな連邦としてカナダを位置付け
ようとする潮流である。この点において、自由
党や保守党の立場は従来と変わるものではな
く、分離派の BQの立場とは性格が異なる。し
たがって、それらは直ちにケベック人の意向に
沿うとは言い難く、NDPのみが、ケベック分
離派の立場により近い主張を展開していった。

3．クラリティ法に代わる連邦離脱条件の 
模索

連邦内におけるケベックの位置付けは、この
ように政党戦略の結果として揺れ動いてきた
が、クラリティ法はその後カナダ国民にどのよ
うに評価されてきたのか。2009年 11月に調
査機関 Leger Marketing Pollが 1,500人を対
象にオンラインで実施した世論調査によれば、
クラリティ法がカナダの統一のために有用であ
るとの回答は 45%、有用でないとの回答は
24.7%、無回答は 29.5%であり、有用である
という回答の割合は、英語話者 47.2%に対し
てフランス語話者 39.6%であった 13）。
このような世論を背景に、大衆的人気を誇る
ジャック・レイトン（Jack Layton）を党首に
擁する NDPは、ケベックに寄り添う姿勢を前
面に打ち出して同州での支持を固めていった。
シェルブルック宣言によるケベック寄りのア
ピールは、2008年連邦議会選挙では、効果を
もたらすには至らなかった 14）。しかし 2011年
の選挙では、ケベック州での議席が 1議席か
ら 59議席へと激増し、4議席へと落ち込んだ
BQに代わってケベック州民の期待を担うこと
となった。カナダ全体では 103議席を獲得す
る大躍進で、野党第一党へと躍り出た 15）。レ
イトン党首が選挙の 4か月後に急死し、厳し
い党運営を迫られはしたが、NDPはその後も
シェルブルック宣言の方針に則り、ケベックへ
のアピールを続けた。その中で「50%プラス 1

票」をケベックの多数意思の基準として認める

という方針は、中心的論点として注目度を増し
ていった。
このような中、クラリティ法をめぐる議会の
動きが活発化する。2013年 3月 6日には、BQ

がクラリティ法の廃止を求める動議を提出した
が、与党の保守党をはじめ、NDPと自由党も
全員が反対に回って、283対 5の大差で否決さ
れた 16）。
その一方で、NDPはユニティ法案（Unity 

Bill）と呼ばれる法案を提出した。ここでは、
ケベック政府が提出する質問に基づく住民投票
の結果によって、カナダ憲法の改正を伴うケ
ベックの連邦離脱に関する交渉が開始されるこ
とが定められている。質問は憲法改正の内容を
明示すべく「ケベックはカナダから離脱して主
権国家になるべきか」のように、明確に設定さ
れなければならない。質問内容が明確でないと
カナダ政府が判断する場合は、判断はケベック
控訴裁判所に委ねられる。明確な質問によって
尋ねられた憲法改正提案に対して、過半数の賛
成票が得られた場合は、カナダ政府はケベック
政府と交渉に入ることが義務付けられる。ユニ
ティ法案の趣旨は以上のようなものである。
シェルブルック宣言で述べられた、50%プ
ラス 1票の過半数の賛成によって憲法改正の
交渉に入ることは、果たして妥当なのか。ケ
ベックの州民投票における有効な多数とはどの
程度であるかを考えるにあたっては、1949年
に、ニューファンドランド（現在の名称は
ニューファンドランド・ラブラドール）が 10

番目の州としてカナダに加入した際に、住民投
票の 52.34%の賛成によって決定した事実が、
しばしば引き合いに出される 17）。連邦加入の
条件に必要な多数意思と、連邦離脱に必要な多
数意思は、同程度と考えるべきではないのか、
との考えも成り立つであろう。一方、自由党の
クレティエン政権で政府間関係担当相としてク
ラリティ法を成立に導いたステファン・ディオ
ン（Stéphan Dion）は、連邦最高裁判所の勧
告意見で「明確な多数」という語が 13回も用
いられている事実を取り上げて、50%プラス
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１票が最高裁の求める「明確な多数」には相当
しないと主張する 18）。

50％プラス 1票が「明確な多数」として認
められるとすれば、「明確でない多数」などあ
りえない。したがって「明確な多数」を構成す
るには、やはり単なる過半数以上のものが求め
られるのではないか。連邦の構成の変更は憲法
改正を伴う重要な変更であり、NDPが自党の
憲章の改正にさえ 3分の 2を要することを定
めているにもかかわらず、カナダ憲法の改正に
50％プラス 1票で足りると主張するのは矛盾
していないか。また、明確さに疑義が存在する
場合にはケベック控訴裁判所に送られることに
なるが、そもそも連邦最高裁判所は、明確さの
判定を司法ではなく政治の場に委ねたのではな
かったか。
ユニティ法案は、このような様々な批判を受
け、採決には至らなかったものの、ケベックの
連邦離脱をめぐる条件について新たな議論を提
供した。ハーパー首相は、保守党結成以前、ま
だ改革党（Reform Party）の一員であった
1996年に、「ケベック緊急事態法案」（Quebec 

Contingency Act, Bill C-341）を議員立法とし
て提出したが、採決に至らず不成立となってい
る 19）。その後ハーパーは、自由党がクラリ
ティ法案を提出した際には賛成の立場を取っ
た。そして今回、首相としては、敢えて議論に
加わらず、BQ、NDP、自由党という野党 3党
に批判合戦を繰り広げさせる戦略を選んだので
ある。

おわりに

連邦が一部の構成員により一方的に分裂させ
られることを防ぐ目的で制定されたクラリティ
法を撤廃し、ケベック州の意向を通りやすくし
ようとする試みが、連邦主義の側に立つ政党か
ら提示される現状からは、次のような事情がう
かがえる。
近年の現象の表層に見られるのは、連邦の統
合に関わる問題が、政党による支持率向上のた
めの戦略として争点化されるようになってきて

いるという事実である。ケベックとカナダの関
係に関わる事項は、従来はそれ自体が課題であ
り、ケベック州とその他のカナダ（Rest of 

Canada）という図式で理解されることが常で
あった。それゆえに、ケベック州にのみ選出議
員を擁する BQが連邦レベルでケベックの利益
を目指す特異な政党として登場したことは、連
邦政治に衝撃を与えたのである。しかし近年で
は、ケベックとカナダの関係をめぐり、各政党
がそれぞれの戦略に基づいた主張を繰り広げて
いるところに、時代の変化が見て取れる。
その背景には、連邦制に対する認識にパラダ
イム・シフトが起こりつつある、ということが
あるだろう。多元社会であるカナダでは、異な
る個性を持つ主体をいかに対等に処遇するかと
いうことが、20世紀後半、国家の基本的課題
としてとらえられてきた。言語・文化政策につ
いては、二言語主義や多文化主義が、そのよう
な背景の下で実現してきた。議会制度について
は、上院で古い地域を偏重して多くの議席が与
えられている配分について、西部諸州から是正
が訴えられて久しい 20）。いずれも、国家を構
成する民族や州などの主体を対等な存在として
公正に扱うことを是とする問題意識に基づいて
いる。連邦制の在り方に関しても、それは同様
である 21）。
連邦を構成する 10州は、憲法上対等な地位

を有することが前提と考えられ、他とは異なる
地位を求めるケベック州の要求が叶えられるこ
とはなかった 22）。ケベックを「独特の社会」
として認める条項が国民的争点となった過去の
憲法改正論議に象徴的に見られるように、特定
の主体を特別扱いすることは想定の外にあっ
た。しかし近年では、ケベックがネイションと
して認められ、非対称的連邦制が一つの選択肢
として積極的に語られるようになり、事情は変
わってきている。マルチナショナリズムの概念
が広く認知されるようになり 23）、それによれ
ば、カナダは複数のネイションからなる国家で
あり、その一つであるケベックのネイションも
また単一民族から成ってはいない。このような
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新たな認識に基づいて新たな連邦制の形が模索
されており、2014年 9月にスコットランドが
イギリスからの分離独立の賛否を問う住民投票
を実施することも、カナダ国内におけるネイ
ションと連邦の問題への関心を高める一因と
なっている。
連邦の在り方に関して従来とは異なる認識を
もってケベックを連邦内に位置付けようとする
動きは、少しずつ蓄積を重ねているように見え
る。2013年のケベック州選挙では分離派の
PQが 10年ぶりに政権を奪回したが、州内で
連邦離脱への支持が高いというわけではない。
クラリティ法は、紛争解決手段という本来の目
的に加えて、ネイションと連邦の問題に関する
議論の軸として新たな存在意義を持つに至った
と言えるであろう。
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